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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表示対象とする画像に依らず、奥行き感を強調
することが可能な液晶表示装置を実現する。
【解決手段】液晶表示装置１は、制御部２、バックライ
ト３、および液晶パネル４を備え、バックライト３の各
領域について、領域の輝度値を、奥行き取得部７によっ
て取得された、領域に対応する画像の画像領域の奥行き
度を参照して調整する調光量算出部８（輝度値調整部）
を設けることによって、バックライト３の各領域につい
て、コントラストの向上を図りつつ、コンテンツが元々
有していた奥行き感を損なわないようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する液晶表示装置であって、
　複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックライトと、
　上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度
を取得する奥行き取得部と、
　上記バックライトの各領域について、該領域の輝度を、上記奥行き取得部によって取得
された奥行き度のうち、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度を参照して調整
する輝度値調整部と、を備えている、
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　上記輝度値調整部は、上記バックライトの各領域の輝度値を、上記奥行き取得部が取得
した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平均値に応じた値に調整す
る、
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　上記輝度値調整部は、ランダムノイズの付加によって、上記バックライトの各領域の輝
度値をさらに調整する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　ユーザーによる、上記バックライトの各領域の輝度値に関する調整を受け付ける受付部
をさらに備えている、
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　上記画像における乱反射領域を検出する画像解析部をさらに備え、
　上記輝度値調整部は、上記画像解析部が検出した上記乱反射領域を参照して、上記バッ
クライトの各領域の輝度値をさらに調整する、
ことを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　上記奥行き取得部は、上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像
の画像領域の奥行き度を、上記画像を表す画像信号を参照して算出することにより取得す
る、
ことを特徴とする、請求項１～５の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　上記奥行き取得部は、上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像
の画像領域の奥行き度を、外部から取得する、
ことを特徴とする、請求項１～５の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の液晶表示装置を備えている、
ことを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項９】
　画像を表示する液晶パネルと、複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックラ
イトとを備えている液晶表示装置のバックライト制御方法であって、
　上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度
を取得する奥行き取得ステップと、
　上記バックライトの各領域について、該領域の輝度を、上記奥行き取得ステップにおい
て取得された、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度を参照して調整する輝度
値調整ステップと、を含む、
ことを特徴とする液晶表示装置のバックライト制御方法。
【請求項１０】
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　請求項１に記載の液晶表示装置としてコンピュータを機能させるためのバックライト制
御プログラムであって、上記奥行き取得部および上記輝度値調整部としてコンピュータを
機能させるためのバックライト制御プログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のバックライト制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトの輝度をエリア毎に制御可能な液晶表示装置に関する。また、
そのような液晶表示装置を備えるテレビジョン受像機に関する。また、そのような液晶表
示装置においてバックライトを制御する制御方法及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置においては、映像信号を加工したり、バックライトの輝度をエリア毎に制
御したりすることによって、奥行き感を強調する技術が用いられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、液晶パネルの表示部の上部領域の輝度を下部から上部へ段階
的に下げることによって、奥行き感を強調した画像を表示する液晶表示装置が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－６６８００号公報（２０１４年４月１７日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の液晶表示装置において、奥行き感を強調することが
できる画像は、上部領域が遠景となり下部領域が近景となる画像に限られる。また、それ
以外の画像を表示する場合には、奥行き感が崩れるという問題を生じる。
【０００６】
　本発明の実施形態は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示対
象とする画像に依らず、奥行き感を強調することが可能な液晶表示装置を実現することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る液晶表示装置は、画像を表示する
液晶表示装置であって、複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックライトと、
上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の領域の奥行き度を取得
する奥行き取得部と、上記バックライトの各領域について、該領域の輝度を、上記奥行き
取得部によって取得された、該領域に対応する上記画像の領域の奥行き度を参照して調整
する輝度値調整部と、を備えている。
【０００８】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置のバックライト制御方法は、画像を表示する
液晶パネルと、複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックライトとを備えてい
る液晶表示装置のバックライト制御方法であって、上記バックライトの各領域について、
該領域に対応する上記画像の領域の奥行き度を取得する奥行き取得ステップと、上記バッ
クライトの各領域について、該領域の輝度を、上記奥行き取得ステップにおいて取得され
た、該領域に対応する上記画像の領域の奥行き度を参照して調整する輝度値調整ステップ
と、を備えている。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、表示対象とする画像に依らず、奥行き感を強調することが可
能な液晶表示装置を実現することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１に係る液晶表示装置１の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る液晶表示装置１を備えているテレビジョン受像機１０
０の外観を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１に係るバックライト制御方法を説明するフローチャートであ
る。
【図４】（ａ）は、映像信号が示す画像における４×４ｐｉｘｅｌのＬＣＤのエリア（第
１のエリア）を示す図である。（ｂ）は、９６×５４のＬＣＤのエリア（第２のエリア）
を示す図である。（ｃ）は、１０×１０のＬＥＤのエリアを示す図である。
【図５】本発明の実施形態２に係る液晶表示装置２０の構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態２に係るバックライト制御方法を説明するフローチャートであ
る。
【図７】本発明の実施形態３に係る液晶表示装置３０の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施形態３に係るバックライト制御方法を説明するフローチャートであ
る。
【図９】本発明の実施形態４に係るバックライト制御方法を説明するフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の変形例に係る液晶表示装置４０の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の変形例に係るバックライト制御方法を説明するフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、詳細に説明する。ただし、本実施形態に記載されて
いる構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨で
はなく、単なる説明例に過ぎない。
【００１２】
　〔実施形態１〕
　（液晶表示装置１の構成）
　本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置１について、図１を参照して説明する。図
１は、本実施形態に係る液晶表示装置１の構成を示すブロック図である。図１が示すよう
に、液晶表示装置１は、制御部２、バックライト３、および液晶パネル４を備えている。
【００１３】
　制御部２は、映像信号取得部５、画像解析部６、奥行き取得部７、調光量算出部８（請
求項において、輝度値調整部に相当）、バックライト制御部９、および液晶パネル制御部
１０を備えている。
【００１４】
　映像信号取得部５は、外部から映像信号（請求項においては、静止画像または動画像を
含む画像を示す画像信号に相当する）を取得する。画像解析部６は、映像信号取得部５が
取得した映像信号を参照して、バックライト３の各領域の輝度値を設定する（ローカルデ
ィミング）。また、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、
ＬＣＤデータ（ＲＧＢ信号等）を調整する。奥行き取得部７は、バックライト３の各領域
について、該領域に対応する画像の各画像領域の奥行き度を、映像信号取得部５が取得し
た映像信号を参照して算出することにより取得する。
【００１５】
　調光量算出部８は、バックライト３の各領域について、該領域の輝度値を、奥行き取得
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部７によって取得された、該領域に対応する画像の画像領域の奥行き度を参照して調整す
る。バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の輝度
値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する。液晶パネル制御部１０は、映像
信号取得部５が取得した映像信号、および画像解析部６が調整したＬＣＤデータを参照し
て、液晶パネル４における画像の表示を制御する。
【００１６】
　バックライト３は、バックライト制御部９による制御に基づき、調光量算出部８が調整
したバックライト３の各領域の輝度値に応じた輝度で、液晶パネル４に光を照射する。
【００１７】
　液晶パネル４は、液晶パネル制御部１０による制御に基づいて、映像信号が示す画像を
表示する。
【００１８】
　また、本実施形態に係る液晶表示装置１のみならず、本実施形態に係る液晶表示装置１
を備えているテレビジョン受像機１００も、本発明の実施形態の範囲に含まれる。テレビ
ジョン受像機１００は、例えば、液晶表示装置１に、（１）映像信号を受信するためのチ
ューナー、（２）チューナーにて映像信号と共に受信した音声信号を処理する音声信号処
理部、（３）音声信号処理部にて処理された音声信号を出力するスピーカ等を付加するこ
とによって実現される。図２は、本実施形態に係る液晶表示装置１を備えているテレビジ
ョン受像機１００の外観を示す斜視図である。
【００１９】
　（液晶表示装置１のバックライト制御方法）
　本実施形態に係る液晶表示装置１により実行されるバックライト制御方法の流れを、図
３を参照して説明する。図３は、液晶表示装置１のバックライト制御方法の流れを示すフ
ローチャートである。なお、以下では、簡略化のため、液晶パネル４の制御については説
明を省略する。
【００２０】
　本実施形態に係る液晶表示装置１は、以下に説明するステップＳ０～Ｓ５を実行するこ
とによって、バックライト３の輝度値を調整し、バックライト３を制御する。
【００２１】
　まず、映像信号取得部５は、映像信号（請求項における画像信号に相当）を取得する（
ステップＳ０）。ここにおける映像信号は、ＨＤＲ（High Dynamic range）映像信号およ
びＳＤＲ（Standard Dynamic Range）映像信号等であり得る。映像信号取得部５は、取得
した映像信号を、奥行き取得部７、および画像解析部６に供給する。
【００２２】
　次に、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、バックライ
ト３の各領域の輝度値を設定する（ステップＳ１）。画像解析部６がバックライト３の各
領域の輝度値を設定する方法は、従来公知の方法を用いることができる。例えば、画像解
析部６は、映像信号が示す画像における明るい部分を認識し、当該部分がより明るくなる
ように、当該部分に対応するＬＥＤの領域の輝度値を高く設定する。また、画像解析部６
は、映像信号が示す画像における暗い部分を認識し、当該部分がより暗くなるように、当
該部分に対応するＬＥＤの領域の輝度値を低く設定する。画像解析部６は、設定したバッ
クライト３の各領域の輝度値を調光量算出部８に供給する。
【００２３】
　一方、奥行き取得部７は、バックライト３の各領域について、該領域に対応する画像の
画像領域の奥行き度を、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して算出する（ステ
ップＳ２）。本実施形態では、奥行き取得部７は、奥行き度を算出することにより取得す
るが、奥行き度を取得する方法は、これに限定されない。例えば、奥行き取得部７は、後
述するように、映像信号に伴った奥行きデータから奥行き度を抽出することにより取得し
てもよい。また、奥行き取得部７が奥行き度を算出する方法の具体的な例については後述
する。なお、ステップＳ１およびステップＳ２を処理する順序は、任意である。
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　ステップＳ２の次に、奥行き取得部７は、算出した画像の各画像領域の奥行き度を参照
して、画像の各画像領域の奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する（ステップＳ３
）。奥行き取得部７が奥行き度の平均値を算出する方法の具体的な例については後述する
。奥行き取得部７は、算出した奥行き度の平均値を調光量算出部８に供給する。
【００２５】
　次に、調光量算出部８は、画像解析部６が設定したバックライト３の各領域の輝度値に
、奥行き取得部７が算出した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平
均値をそれぞれ乗算することによって、バックライト３の各領域の輝度値を調整する（ス
テップＳ４）。調光量算出部８は、調整したバックライト３の各領域の輝度値を、バック
ライト制御部９に供給する。
【００２６】
　次に、バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の
輝度値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する（ステップＳ５）。
【００２７】
　（奥行き度を算出する方法の例）
　以下で、奥行き度を算出する方法の例を説明する。図４の（ａ）は、映像信号が示す画
像における４×４ｐｉｘｅｌのＬＣＤのエリア（第１のエリア）を示す図である。本実施
形態における奥行き取得部７は、映像信号が示す画像における４×４ｐｉｘｅｌのＬＣＤ
のエリアを参照することにより、奥行き度を算出する。なお、奥行き取得部７が参照する
ＬＣＤの画素数は任意である。奥行き取得部７が奥行き度を算出する具体的な例を下記に
示す。
【００２８】
　例えば、奥行き取得部７は、映像信号が示す画像からの奥行き予測をタスクとして、当
該画像の画像特徴の中から、主要な情報を抽出し、それをもとに奥行き予測を行う予測器
を構築する。そして、奥行き取得部７は、画像から各点の画像特徴を求め、別途用意した
、画像の奥行き情報を目的変数として、回帰分析を行う（詳細については、http://www.e
r.ams.eng.osaka-u.ac.jp/asadalab/tokusui/paper/2012/Suzuki_12_seishi.pdfを参照）
。
【００２９】
　また、別の例として、国際公報ＷＯ２０１２／１４０８６９Ａ１（２０１２年１０月１
８日公開）には、奥行きマップを推定する技術が開示されている。奥行きマップ（ｄｅｐ
ｔｈ　ｍａｐ）とは、視点からシーンオブジェクト面までの距離に関する情報を含んだ画
像又は画像チャネルのことである。当該文献には、奥行きマップはアクティブ手法および
パッシブ手法を用いて取得可能であることが記載されている。
【００３０】
　（奥行き度の平均値を算出する方法の例）
　以下で、奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する方法の例を説明する。図４の（
ｂ）は、９６×５４のＬＣＤのエリア（第２のエリア）を示す図である。図４の（ｂ）が
示す９６×５４のＬＣＤのエリアが含む各エリアは、それぞれ、上述の第１のエリアに対
応している。また、図４の（ｂ）が示す９６×５４のＬＣＤのエリアは、後述するＬＥＤ
のエリアに対応している。奥行き取得部７は、図４の（ｂ）が示す９６×５４のＬＣＤの
エリアにおける各第１のエリアの奥行き度の値を、下記の式（Ｉ）に代入することにより
、第２のエリアの重み付け係数を算出する。なお、図４の（ｂ）における奥行き度の値は
、上述の奥行き度を算出する方法により求められ、０～１．０の相対値として示されてい
る。
【００３１】



(7) JP 2018-36396 A 2018.3.8

10

20

30

40

50

【数１】

【００３２】
　式（Ｉ）において、ｉおよびｊは、第２のエリアにおける座標を示し、ＬＣＤ（ｉ，ｊ
）は、各座標における奥行き度の値を示す。つまり、奥行き度の平均値は、第２のエリア
における各第１のエリアの奥行き度の値を合算して、第２のエリアにおける第１のエリア
の数を除算することにより求められる。
【００３３】
　図４の（ｃ）は、１０×１０のＬＥＤのエリアを示す図である。なお、ＬＥＤのエリア
とは、単一の輝度のバックライトを照射するＬＥＤの単位を示す。図４の（ｃ）が示す１
０×１０のＬＥＤのエリアが含む各エリアは、それぞれ、上述の第２のエリアに対応して
おり、それぞれ、対応する第２のエリアの奥行き度の平均値が割り振られる。そして、上
述のとおり、調光量算出部８は、バックライト３の各領域の輝度値に、奥行き取得部７が
算出した奥行き度のうち、該領域に対応する第２のエリアの奥行き度の平均値をそれぞれ
乗算することによって、バックライト３の各エリアの輝度値を調整する。
【００３４】
　なお、第１のエリアにおける画素の数、および第２のエリアにおける第１のエリアの数
は、各第２のエリアがＬＥＤの各エリアに対応する限り、任意の数を取り得る。
【００３５】
　（実施形態１のまとめ）
　以上のように、本実施形態に係る液晶表示装置１は、バックライトの各領域について、
該領域に対応する画像の画像領域の奥行き度を、画像を参照して算出し、バックライトの
各領域について、該領域の輝度値を、該領域に対応する画像の画像領域の奥行き度を参照
して調整する。当該構成では、バックライトの各領域について、該領域の輝度値を、該領
域に対応する画像の画像領域の奥行き度に基づいて調整するため、コントラストの向上を
図りつつ、コンテンツが元々有していた奥行き感を損なわないという効果を奏する。
【００３６】
　〔実施形態２〕
　本発明の実施形態２について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお
、説明の便宜上、実施形態１にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ
符号を付記し、その説明を省略する。
【００３７】
　（液晶表示装置２０の構成）
　図５は、本実施形態に係る液晶表示装置２０の構成を示すブロック図である。図５が示
すように、液晶表示装置２０は、実施形態１に係る液晶表示装置１の構成に加えて、制御
部２１のランダムノイズ生成部２２をさらに備えている。
【００３８】
　ランダムノイズ生成部２２は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の輝
度値に、それぞれ、ランダムノイズを付加できるように、ランダムノイズを生成する。
【００３９】
　（液晶表示装置２０のバックライト制御方法）
　本実施形態に係る液晶表示装置２０により実行されるバックライト制御方法の流れを、
図６を参照して説明する。図６は、バックライト制御方法の流れを示すフローチャートで
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ある。なお、以下では、簡略化のため、液晶パネル４の制御については説明を省略する。
【００４０】
　本実施形態に係る液晶表示装置２０は、以下に説明するステップＳ１０～Ｓ１６を実行
することによって、バックライト３の輝度値を調整し、バックライト３を制御する。
【００４１】
　まず、映像信号取得部５は、映像信号（請求項における画像信号に相当）を取得する（
ステップＳ１０）。映像信号取得部５は、取得した映像信号を、奥行き取得部７、および
画像解析部６に供給する。
【００４２】
　次に、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、バックライ
ト３の各領域の輝度値を設定する（ステップＳ１１）。
【００４３】
　一方、奥行き取得部７は、バックライト３の各領域について、該領域に対応する画像の
画像領域の奥行き度を、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して算出する（ステ
ップＳ１２）。なお、ステップＳ１１およびステップＳ１２を処理する順序は、任意であ
る。
【００４４】
　ステップＳ１２の次に、奥行き取得部７は、算出した画像の各画像領域の奥行き度を参
照して、画像の各画像領域の奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する（ステップＳ
１３）。奥行き取得部７は、算出した奥行き度の平均値を調光量算出部８に供給する。
【００４５】
　次に、調光量算出部８は、画像解析部６が設定したバックライト３の各領域の輝度値に
、奥行き取得部７が算出した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平
均値をそれぞれ乗算することによって、バックライト３の各領域の輝度値を調整する（ス
テップＳ１４）。
【００４６】
　次に、調光量算出部８は、ランダムノイズ生成部２２が生成したランダムノイズを、調
光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の輝度値にそれぞれ付加する（ステップ
Ｓ１５）。調光量算出部８が、調整したバックライト３の各領域の輝度値にランダムノイ
ズを付加する方法の例として、バックライト３の各領域間の輝度値の差を小さくするよう
な乱数をフレームごとに発生させて、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域
の輝度値にそれぞれ付加する方法等が挙げられる。調光量算出部８は、ランダムノイズを
付加することによって、さらに調整したバックライト３の各領域の輝度値を、バックライ
ト制御部９に供給する。
【００４７】
　次に、バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の
輝度値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する（ステップＳ１６）。
【００４８】
　実施形態１のように、バックライトの各領域の輝度値に重み付け係数を乗算するだけで
は、ＬＥＤの領域間における輝度の変化が目立つ場合がある。そこで、本実施形態に係る
液晶表示装置２０は、ランダムノイズの付加によって、バックライトの各領域の輝度値を
さらに調整する。これにより、バックライトの領域間における輝度の変化を目立たなくす
ることができる。
【００４９】
　〔実施形態３〕
　本発明の実施形態３について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお
、説明の便宜上、他の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同
じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００５０】
　（液晶表示装置３０の構成）
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　図７は、本実施形態に係る液晶表示装置３０の構成を示すブロック図である。図７が示
すように、液晶表示装置３０は、実施形態１に係る液晶表示装置１の構成に加えて、制御
部３１の受付部３２をさらに備えている。
【００５１】
　受付部３２は、ユーザーによる、バックライト３の各領域の輝度値に関する調整を受け
付ける。
【００５２】
　（液晶表示装置３０のバックライト制御方法）
　本実施形態に係る液晶表示装置３０により実行されるバックライト制御方法の流れを、
図８を参照して説明する。図８は、バックライト制御方法の流れを示すフローチャートで
ある。なお、以下では、簡略化のため、液晶パネル４の制御については説明を省略する。
【００５３】
　本実施形態に係る液晶表示装置３０は、以下に説明するステップＳ２０～Ｓ２６を実行
することによって、バックライト３の輝度値を調整し、バックライト３を制御する。
【００５４】
　まず、映像信号取得部５は、映像信号（請求項における画像信号に相当）を取得する（
ステップＳ２０）。映像信号取得部５は、取得した映像信号を、奥行き取得部７および画
像解析部６に供給する。
【００５５】
　次に、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、バックライ
ト３の各領域の輝度値を設定する（ステップＳ２１）。
【００５６】
　一方、奥行き取得部７は、バックライト３の各領域について、該領域に対応する画像の
画像領域の奥行き度を、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して算出する（ステ
ップＳ２２）。なお、ステップＳ２１およびステップＳ２２を処理する順序は、任意であ
る。
【００５７】
　ステップＳ２２の次に、奥行き取得部７は、算出した画像の各画像領域の奥行き度を参
照して、画像の各画像領域の奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する（ステップＳ
２３）。奥行き取得部７は、算出した奥行き度の平均値を調光量算出部８に供給する。
【００５８】
　一方、受付部３２は、ユーザーによる、バックライト３の各エリアの輝度値に関する調
整を受け付ける（ステップＳ２４）。受付部３２が受け付ける、ユーザーによるバックラ
イト３の各エリアの輝度値に関する調整の例を以下に示す。例えば、画像において、明る
い部分が暗くなるように（例えば、画像の手前を暗くする）、また、暗い部分が明るくな
るように（例えば、画像の奥を明るくする）、ユーザーがバックライト３の各エリアの輝
度値を調整できるスライダーを、液晶パネル４が表示する。受付部３２は、ユーザーがス
ライダーを操作することによる、バックライト３の各エリアの輝度値に対する調整を受け
付け、調光量算出部８に出力する。
【００５９】
　次に、調光量算出部８は、画像解析部６が設定したバックライト３の各領域の輝度値に
、奥行き取得部７が算出した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平
均値をそれぞれ乗算し、受付部３２が受け付けたユーザーによる調整を反映させることに
よって、バックライト３の各領域の輝度値を調整する（ステップＳ２５）。調光量算出部
８は、調整したバックライト３の各領域の輝度値を、バックライト制御部９に供給する。
【００６０】
　次に、バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の
輝度値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する（ステップＳ２６）。
【００６１】
　以上のように、本実施形態に係る液晶表示装置３０は、ユーザーによる、バックライト
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の各領域の輝度値に対する調整を受け付ける。これにより、ユーザーが所望する奥行き感
で、画像を表示することができる。
【００６２】
　〔実施形態４〕
　本発明の実施形態４について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお
、本実施形態では、実施形態１に係る液晶表示装置１を用いる。
【００６３】
　（実施形態４に係る液晶表示装置１のバックライト制御方法）
　本実施形態に係る液晶表示装置１により実行されるバックライト制御方法の流れを、図
９を参照して説明する。図９は、バックライト制御方法の流れを示すフローチャートであ
る。なお、以下では、簡略化のため、液晶パネル４の制御については説明を省略する。
【００６４】
　本実施形態に係る液晶表示装置１は、以下に説明するステップＳ３０～Ｓ３６を実行す
ることによって、バックライト３の輝度値を調整し、バックライト３を制御する。
【００６５】
　まず、映像信号取得部５は、映像信号（請求項における画像信号に相当）を取得する（
ステップＳ３０）。映像信号取得部５は、取得した映像信号を、奥行き取得部７、および
画像解析部６に供給する。
【００６６】
　次に、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、バックライ
ト３の各領域の輝度値を設定する（ステップＳ３１）。
【００６７】
　一方、奥行き取得部７は、バックライト３の各領域について、該領域に対応する画像の
画像領域の奥行き度を、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して算出する（ステ
ップＳ３２）。
【００６８】
　ステップＳ３２の次に、奥行き取得部７は、算出した画像の各画像領域の奥行き度を参
照して、画像の各画像領域の奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する（ステップＳ
３３）。奥行き取得部７は、算出した奥行き度の平均値を調光量算出部８に供給する。
【００６９】
　また、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号が示す画像において、乱
反射している領域（乱反射領域）を検出する（ステップＳ３４）。画像解析部６が乱反射
領域を検出する方法の例については後述する。また、画像解析部６は、映像信号が示す画
像における乱反射領域の検出結果を調光量算出部８に供給する。なお、ステップＳ３１、
ステップＳ３２およびステップＳ３３を処理する順序は任意である。
【００７０】
　次に、調光量算出部８は、画像解析部６が設定したバックライト３の各領域の輝度値に
、奥行き取得部７が算出した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平
均値をそれぞれ乗算することによって、また、画像解析部６から供給された乱反射領域の
検出結果を参照して乱反射を強調するように、対応するバックライト３の各領域の輝度値
を調整する（ステップＳ３５）。調光量算出部８が乱反射を強調するようにバックライト
３の各領域の輝度値を調整する方法の例については後述する。また、調光量算出部８は、
調整したバックライト３の各領域の輝度値を、バックライト制御部９に供給する。
【００７１】
　次に、バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の
輝度値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する（ステップＳ３６）。
【００７２】
　（乱反射領域を判別する方法の例）
　例えば、画像解析部６は、映像信号が示す画像において、周囲と比較して、エッジが生
じるように急激に輝度が変化し、かつ色味が変化しない領域を検出した場合、当該領域を
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乱反射領域として判別する。
【００７３】
　または、画像解析部６は、映像信号が示す画像において、原色（虹の７色）に極めて近
い色が並んでいる領域を検出し、これらの色が周波数の並びに準ずる配置となっているか
否かを判別し、これらの色が周波数の並びに準ずる配置となっている場合、当該領域を乱
反射領域として判別する。
【００７４】
　（乱反射を強調するように輝度値を調整する方法の例）
　例えば、調光量算出部８は、画像解析部６が検出した乱反射領域におけるバックライト
３の輝度値を上げることにより、画像における物体の立体感を向上させ、空間全体の奥行
き感を強調する。
【００７５】
　または、画像解析部６が、映像信号が含むＬＣＤデータを調整することにより、液晶パ
ネル４が表示する画像における乱反射領域の彩度を上げて、明度を下げる。そして、彩度
および明度の変更に対応して煌めき感を向上するように、調光量算出部８は、乱反射領域
におけるバックライト３の輝度値を上げる。これにより、画像における物体の立体感を増
すことができる。
【００７６】
　または、画像解析部６が、映像信号が含むＬＣＤデータを調整することにより、液晶パ
ネル４が表示する画像における乱反射領域の彩度および明度を上げることにより、煌めき
感を向上する。そして、調光量算出部８は、奥行き取得部７が算出した奥行き度の平均値
を、奥行き度の平均値が算出された画像領域が乱反射領域であるか否かに応じて調整する
。
【００７７】
　または、乱反射は、光を反射する物体上に凹凸があることにより発生するので、物体の
凹凸を再現するために、画像における乱反射領域のエンハンスを強調するように、調光量
算出部８が、乱反射領域におけるバックライト３の輝度値を調整するか、または、画像解
析部６が、映像信号が含むＬＣＤデータを調整する。
【００７８】
　（実施形態４のまとめ）
　以上のように、実施形態４に係る液晶表示装置１は、映像信号が示す画像において、乱
反射領域を検出し、検出した乱反射領域を参照して、バックライトの各領域の輝度値をさ
らに調整する。これにより、画像の乱反射領域において、乱反射を強調することで、物体
の立体感を増し、画面全体の奥行き感を向上することができる。
【００７９】
　〔変形例〕
　本発明の変形例について、以下で、図面を参照して説明する。なお、説明の便宜上、上
記の各実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し
、その説明を省略する。
【００８０】
　（液晶表示装置４０の構成）
　図１０は、本変形例に係る液晶表示装置４０の構成を示すブロック図である。図１０が
示すように、液晶表示装置４０は、実施形態１に係る液晶表示装置１において、奥行き取
得部７の代わりに、制御部４１の奥行きデータ取得部４２（請求項においては、奥行き取
得部に相当）を備えている構成を有している。
【００８１】
　奥行きデータ取得部４２は、映像信号取得部５が取得した映像信号から、奥行きデータ
を抽出する。
【００８２】
　（液晶表示装置４０のバックライト制御方法）
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　本変形例に係る液晶表示装置４０により実行されるバックライト制御方法の流れを、図
１１を参照して説明する。図１１は、バックライト制御方法の流れを示すフローチャート
である。なお、以下では、簡略化のため、液晶パネル４の制御については説明を省略する
。
【００８３】
　本変形例に係る液晶表示装置４０は、以下に説明するステップＳ４０～Ｓ４５を実行す
ることによって、バックライト３の輝度値を調整し、バックライト３を制御する。
【００８４】
　まず、映像信号取得部５は、映像信号（請求項における画像信号に相当）を取得する（
ステップＳ４０）。映像信号取得部５は、取得した映像信号を、奥行きデータ取得部４２
、および画像解析部６に供給する。
【００８５】
　次に、画像解析部６は、映像信号取得部５が取得した映像信号を参照して、バックライ
ト３の各領域の輝度値を設定する（ステップＳ４１）。
【００８６】
　一方、奥行きデータ取得部４２は、映像信号取得部５が取得した映像信号から、バック
ライト３の各領域について、該領域に対応する画像の画像領域の奥行きデータを抽出する
（ステップＳ４２）。奥行きデータ取得部４２は、映像信号から奥行きデータを抽出する
代わりに、映像信号とは別に、外部から、奥行きデータ自体を取得してもよい。なお、ス
テップＳ４１およびステップＳ４２を処理する順序は、任意である。
【００８７】
　ステップＳ４２の次に、奥行きデータ取得部４２は、取得した画像の各画像領域の奥行
きデータを参照して、画像の各画像領域の奥行き度の平均値（重み付け係数）を算出する
（ステップＳ４３）。奥行きデータ取得部４２は、算出した奥行き度の平均値を調光量算
出部８に供給する。
【００８８】
　次に、調光量算出部８は、画像解析部６が設定したバックライト３の各領域の輝度値に
、奥行きデータ取得部４２が取得した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行
き度の平均値をそれぞれ乗算することによって、対応するバックライト３の各領域の輝度
値を調整する（ステップＳ４４）。調光量算出部８は、調整したバックライト３の各領域
の輝度値を、バックライト制御部９に供給する。
【００８９】
　次に、バックライト制御部９は、調光量算出部８が調整したバックライト３の各領域の
輝度値に応じて、バックライト３の各領域の輝度を制御する（ステップＳ４５）。
【００９０】
　以上のように、本変形例に係る液晶表示装置４０は、画像の各領域の奥行き度を算出す
る代わりに、画像の各領域の奥行きデータを取得する。このような構成においても、実施
形態１と同様の効果を奏することができる。
【００９１】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　液晶表示装置１、２０、３０および４０の制御ブロック（特に、制御部２、２１、３１
および４１の映像信号取得部５、画像解析部６、調光量算出部８、バックライト制御部９
および液晶パネル制御部１０、制御部２、２１および３１の奥行き取得部７、制御部２１
のランダムノイズ生成部２２、制御部３１の受付部３２、ならびに、制御部４１の奥行き
データ取得部４２）は、集積回路（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハードウェア
）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェ
アによって実現してもよい。
【００９２】
　後者の場合、液晶表示装置１、２０、３０および４０は、各機能を実現するソフトウェ
アであるプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピ
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ュータ（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または
記憶装置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random
 Access Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プロ
グラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。
上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カー
ド、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プ
ログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）
を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子
的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得
る。
【００９３】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る液晶表示装置（１、２０、３０、４０）は、画像を表示する液晶
表示装置であって、複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックライト（３）と
、上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度
を取得する奥行き取得部（７）と、上記バックライトの各領域について、該領域の輝度値
を、上記奥行き取得部によって取得された、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行
き度を参照して調整する輝度値調整部（８）と、を備えている。
【００９４】
　上記の構成によれば、バックライトの各領域について、該領域の輝度値を、該領域に対
応する画像の画像領域の奥行き度に基づいて調整するため、表示対象とする画像に依らず
、奥行き感を強調することができる。
【００９５】
　本発明の態様２に係る液晶表示装置（１、２０、３０、４０）は、上記態様１において
、上記輝度値調整部は、上記バックライトの各領域の輝度値を、上記奥行き取得部が取得
した奥行き度のうち、該領域に対応する画像領域の奥行き度の平均値に応じた値に調整し
てもよい。
【００９６】
　上記の構成によれば、上記態様１に係る液晶表示装置を好適に用いることができる。
【００９７】
　本発明の態様３に係る液晶表示装置（２０）は、上記態様１または２において、上記輝
度値調整部は、ランダムノイズの付加によって、上記バックライトの各領域の輝度値をさ
らに調整してもよい。
【００９８】
　上記の構成によれば、バックライトの領域間における輝度の変化を目立たなくすること
ができる。
【００９９】
　本発明の態様４に係る液晶表示装置（３０）は、上記態様１～３において、ユーザーに
よる、上記バックライトの各領域の輝度値に関する調整を受け付ける受付部（３２）をさ
らに備えていてもよい。
【０１００】
　上記の構成によれば、ユーザーが所望する奥行き感で、画像を表示することができる。
【０１０１】
　本発明の態様５に係る液晶表示装置（１、２０、３０、４０）は、上記態様１～４にお
いて、上記画像における乱反射領域を検出する画像解析部（６）をさらに備え、上記輝度
値調整部は、上記画像解析部が検出した上記乱反射領域を参照して、上記バックライトの
各領域の輝度値をさらに調整してもよい。
【０１０２】
　上記の構成によれば、画像の乱反射領域において、乱反射を強調することで、物体の立
体感を増し、画面全体の奥行き感を向上することができる。
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【０１０３】
　本発明の態様６に係る液晶表示装置（１、２０、３０）は、上記態様１～５において、
上記奥行き取得部は、上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の
画像領域の奥行き度を、上記画像を表す画像信号を参照して算出することにより取得する
。
【０１０４】
　上記の構成によれば、上記態様１に係る液晶表示装置と同様の効果を奏する。
【０１０５】
　本発明の態様７に係る液晶表示装置（４０）は、上記態様１～５において、上記奥行き
取得部は、上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の画像領域の
奥行き度を、外部から取得する。
【０１０６】
　上記の構成によれば、上記態様１に係る液晶表示装置と同様の効果を奏する。
【０１０７】
　本発明の態様８に係るテレビジョン受像機（１００）は、上記態様１～７の何れか１つ
に記載の液晶表示装置を備えている。
【０１０８】
　上記の構成によれば、上記液晶表示装置が上記各態様において奏する効果を上記テレビ
ジョン受像機において得ることができる。
【０１０９】
　本発明の態様９に係る液晶表示装置のバックライト制御方法は、画像を表示する液晶パ
ネルと、複数の領域を持ち、領域毎に輝度を制御可能なバックライトとを備えている液晶
表示装置のバックライト制御方法であって、
　上記バックライトの各領域について、該領域に対応する上記画像の画像領域の奥行き度
を取得する奥行き取得ステップと、上記バックライトの各領域について、該領域の輝度を
、上記奥行き取得ステップにおいて取得された、該領域に対応する上記画像の画像領域の
奥行き度を参照して調整する輝度値調整ステップと、を含む。
【０１１０】
　上記の構成によれば、上記態様１に係る液晶表示装置１と同様の効果を奏する。
【０１１１】
　本発明の各態様に係る液晶表示装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記液晶表示装置が備える各部（ソフトウェア要素）として動作
させることにより上記液晶表示装置をコンピュータにて実現させる液晶表示装置のバック
ライト制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、
本発明の範疇に入る。
【０１１２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１１３】
　１、２０、３０、４０　液晶表示装置
　２、２１、３１、４１　制御部
　３　バックライト
　４　液晶パネル
　５　映像信号取得部
　６　画像解析部
　７　奥行き取得部



(15) JP 2018-36396 A 2018.3.8

　８　調光量算出部
　９　バックライト制御部
　１０　液晶パネル制御部
　２２　ランダムノイズ生成部
　３２　受付部
　４２　データ取得部
　１００　テレビジョン受像機
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